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深夜割引について（見直し案・無謀な運転の抑止策）

＜見直しのポイント（R5.1.20発表）＞

＜現行の割引＞

0時から4時の間に高速道路を通行するETC車の料金を3割引 【課題】
①割引適用待ち車両の滞留が発生
②運転者等の労働環境の悪化

右図：東京本線料金所前の滞留状況
（R2.12.23（水）23:58撮影）

対象外 割引対象時間 対象外

０時 ４時

割引対象外

０〜４時に少しでも
走行すれば３割引

対象外 割引対象時間 対象外

割引対象外

①割引対象 ①割引対象

①割引対象

割引対象外

0時 4時 ②5時②22時

①割引対象時間帯の走行分のみ3割引
②割引対象時間帯を22時から翌5時に拡大

＋

③見直しにあわせて400km超の長距離逓減制を拡充

＜無謀な運転の抑止策（R5.11.7～11.20 意見募集実施）＞

割引対象距離を増大させることを目的とした「速度超過」などの
無謀な運転を抑止し、引き続き安全・安心に高速道路をご利用
いただくために、割引対象距離への上限を設定

割引見直し運用開始後の
激変緩和措置（5年程度）

P.2～ P.17

＋
P.11～
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P.9～

22時から翌5時における
高速道路の利用時間（休憩含む）（※１）

深夜割引の対象となる距離の上限（※２）

4時間以内 利用時間×（上限距離）

4時間〜4時間30分 4時間×（上限距離）

4時間30分〜7時間 （利用時間−30分）×（上限距離）

※1 利用時間 ： 22時から翌5時における高速道路の利用時間（休憩含む）
※2 上限距離 ： 利用時間1時間あたり、大型車以上の貨物自動車等は90km（※）、
          それ以外の車両は105kmで設定
           ※道路交通法の施行令改正に伴い、上限距離の見直しを行っています

無休憩運転の抑制のため、
最大30分の休憩を加味

【割引の目的】 一般道の沿道環境を改善するため、交通容量に余裕のある高速道路の夜間利用を促進



深夜割引見直しのポイント（R5.1.20発表） 再掲
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０時 ４時２２時 ５時

≪現行≫ ≪見直し≫

０時 ４時２２時 ５時

○ 割引適用時間帯に走行した分のみ３割引
○ 割引適用時間帯を２２時から翌５時に拡大

＜見直し内容＞

拡大 拡大

割引適用

割引非適用

凡例

割引適用

割引非適用

凡例

※

※

※ ※

※ 割引適用時間帯の開始時刻（22時）・終了時刻（5時）をまたいで走行する車両の
割引適用時間帯の走行距離は高速道路上に設置するＥＴＣ無線通信専用アンテナ等を用いて把握

深夜割引見直しのポイント（R5.1.20発表） 再掲
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深夜割引見直しの具体的な内容
１．深夜割引見直し
（１）割引計算の方法 (P.5～）

⇒ 従来の料金所通過時間に加え、高速道路内にETC無線通信専用アンテナを設置して、各アン
テナから車両毎の通信記録を収集し、それらのデータを基にした割引対象距離により深夜割引
の還元率（通常料金に対して実際に後日還元される比率）を算出します。

（２）上限距離の設定（P.9 ～）
⇒ 割引対象距離を増大させることを目的とした「速度超過」などの無謀な運転を抑止し、

引き続き安全・安心に高速道路をご利用いただけるよう、割引対象距離に上限を設けます。

（３）長距離利用の通行料金負担増や新たな交通集中を抑制することを目的とした激変緩和措置(5年
程度）の実施（P.11 ～）

⇒ 深夜割引適用車両のうち、1,000km以上走行した場合は、1,000kmを超える部分を割引対象
走行分に追加します。

⇒  22時台に高速道路から流出した車両は、22時台に走行した分の還元率を最大20％とします。

（４）その他
①割引対象路線（P.14 ）

⇒ 深夜割引の対象路線は現在から変更ありません。

②後日還元型の割引制度への変更（P.15 ～）
⇒ 車両毎の通信記録を収集し、それらのデータを基にした割引対象距離により深夜割引の割引

相当額(※）を算出するため、その処理に一定の時間を要することになることから、割引適用
方法を変更し、現行の平日朝夕割引と同様に、「ETCマイレージサービス」または「ETCコーポ
レートカード」への後日還元型による割引制度に変更します。
※割引相当額とは「ETCマイレージサービス」をご利用の場合は還元額、「ETCコーポレートカード」をご利用の場合は請求時に差し引かれる額を言います。

２．長距離逓減制の拡充（P.17 ）
⇒ 今回の割引見直しの運用開始とあわせて、長距離利用の通行料金負担増を軽減することを

目的に、400kmを超える走行を対象に、長距離逓減制を拡充します。 4



深夜割引見直し後の割引計算

○入口料金所、出口料金所および本線上に設置したETC無線通信専用アンテナ等の通
信記録（時刻・位置）から、割引適用時間帯の走行距離及び全走行距離を算出します。

【割引適用時間帯の走行距離の算出方法】
22時・5時の前後2点のETC無線通信専用アンテナ等の通信記録（時刻・位置）から算出した平均速度を
用いて（同一速度で走行したものとみなして）、22時・5時の位置を推定

【割引後料金の計算式】

●（割引後料金） ＝ （通常料金）×（100％－（（割引適用時間帯の走行距離）÷（全走行距離）×30％））

また、深夜割引適用時間帯を跨ぐ場合、以下の方法で割引適用時間帯の走行距離を
算出します。

注）ETC無線通信専用アンテナの設置位置はイメージです。実際の設置場所ではありません。

割引後料金は、以下の計算式で算出します。
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※割引後料金等は、Webサイトにて事前に概算額のシミュレーションが可能なサービスを令和６年度秋以降を目途に提供する予定です。



深夜割引見直し後の割引計算例

【割引後料金】
2,170円 × （100% ー（38.1km（割引適用時間帯の走行距離）÷74.1km（全走行距離）×30%））

=  1,840円
注）ETCマイレージサービスをご利用の場合は、後日、通常料金と割引後料金の差額を還元額として付与します。

割引後料金算出はイメージです。

（走行例）山陽姫路西料金所⇒岡山料金所 普通車 通常料金2,170円 全走行距離74.1km
※走行距離の算出方法はイメージです。

【割引適用時間帯の走行距離の算出方法】

⇒ 5時時点の走行位置は、5時直前の通信記録から 1.2km/分×20分=24km 進んだ地点
＝ 入口料金所から 14.1km＋24km ＝ 38.1km 進んだ地点

※走行距離の算出方法はイメージです。

注）ETC無線通信専用アンテナの設置位置はイメージです。実際の設置場所ではありません。
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【割引後料金の算出】



【割引後料金】
2,790円 ×（ 100% ー （ 92.5km（割引適用時間帯の走行距離）÷92.5km（全走行距離）×30%） ）

= 1,950円
注）ETCマイレージサービスをご利用の場合は、後日、通常料金と割引後料金の差額を還元額として付与します。

【参考】深夜割引見直し後の割引計算例（割引適用時間帯に全走行）
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【割引後料金の算出】

（走行例）岩槻料金所⇒宇都宮料金所 普通車 通常料金2,790円 全走行距離92.5km

⇒割引適用時間帯に全走行距離を走行した場合の割引後料金は、見直し前から変更なし（※）

割引後料金算出はイメージです。

※激変緩和措置を実施している間は、22時台に全走行距離を走行した場合、20%の還元率とします。



（走行例）中国池田料金所⇒（中国道経由）⇒五日市料金所 普通車 通常料金7,230円 全走行距離353.6km

【割引後料金】
7,230円（※）×（ 100% ー （ 331.4km（割引適用時間帯の走行距離）÷353.6km（全走行距離）×30%） ）

= 5,200円
注）ETCマイレージサービスをご利用の場合は、後日、通常料金と割引後料金の差額を還元額として付与します。

割引後料金算出はイメージです。

【参考】深夜割引見直し後の割引計算例（複数経路）

※通常料金の算出にあたっては、従前どおり、基本的に最も安価となる経路の距離を用います。

【割引適用時間帯の走行距離の算出方法】
・全走行距離は、お客さまが実際に走行された22.2km＋328.4km＋3.0km＝353.6km
・22時時点の走行位置は、入口料金所から22.2km進んだ地点

⇒割引適用時間帯の走行距離は328.4km+3km=331.4km

○複数経路がある場合も、実際に走行した経路を用いて割引適用時間帯の走行距離及び
全走行距離を算出します。
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【割引後料金の算出】



○深夜割引の割引適用時間帯の走行距離を増大させることを目的とした「速度超過」などの無
謀な運転を抑止し、引き続き安全・安心に高速道路をご利用いただくために、割引適用時間
帯の走行距離に上限を設定します。

○深夜割引の割引適用時間帯の走行距離が上限距離を超える場合は、上限距離を用いて、
深夜割引の割引後料金を計算します。（上限距離以下の場合は、割引適用時間帯の走行距
離に応じて計算します。）

○なお、上限距離は、厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基
準」における連続運転時間の考え方等を参考に、利用時間が４時間を超える場合は３０分の
休憩を考慮して設定します。

車種区分等 上限距離

軽自動車等・普通車

・中型車・乗合型自動車

・割引適用時間における利用時間１時間あたり１０５km（※）を上限距離とする。

・割引適用時間帯において利用時間が４時間を超える場合、上記の計算から利用時間３０分に相当する上限
距離を減じる。ただし、減じた後の上限距離は利用時間４時間に相当する上限距離（４２０km）を下回らない
ものとする。

・上記計算は２２時～翌５時ごとに行う。

大型車・特大車

（乗合型自動車以外）

・割引適用時間における利用時間１時間あたり９０kmを上限距離とする。

・割引適用時間帯において利用時間が４時間を超える場合、上記の計算から利用時間３０分に相当する上限
距離を減じる。ただし、減じた後の上限距離は利用時間４時間に相当する上限距離（３６０km）を下回らない
ものとする。

・上記計算は２２時～翌５時ごとに行う。

※速度計に誤差が生じる場合があること等を考慮し、上限距離の計算上は利用時間１時間あたり５kmを加算しています。

（注）上記の上限距離設定は、速度超過等の無謀な運転を容認するものではありません。
引き続き、天候等による路面状況・速度標識等をご確認いただき、交通ルールやマナーを遵守のうえ、安全な速度でご走行ください。

（注）上記の「乗合型自動車」とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員１１人
以上のものを指します。

深夜割引見直し後の上限距離の設定(無謀な運転の抑止策）
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（上限距離の計算式）

105km（利用1時間あたりの上限距離） × 4.5時間（中国池田～小倉東の利用時間）

－ 52.5km（4時間超のため30分の休憩相当分を除外） ＝ 420km

上限距離の設定は、速度超過等の無謀な運転を容認するものではありません。
天候等による路面状況・速度標識等をご確認いただき、交通ルールやマナーを遵守のうえ、

安全な速度でご走行ください。

割引適用時間帯の走行距離（529.4km）＞上限距離（420km）となっているため、
割引後料金の算出に用いる割引適用時間帯の走行距離は上限距離（420km）を設定

【割引後料金の算出（上限距離適用時）】

（走行例）中国池田料金所⇒小倉東料金所 普通車 通常料金10,970円 全走行距離529.4km

※走行例はイメージです。

山陽道経由

【割引後料金】
10,970円 × （100％ −（420km（上限距離（※））÷ 529.4km（全走行距離）×30% ））

＝ 8,360円
注）ETCマイレージサービスをご利用の場合は、後日、通常料金と割引後料金の差額を還元額として付与します。

深夜割引見直し後の上限距離の計算例(無謀な運転の抑止策）
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割引後料金算出はイメージです。

※割引適用時間帯の走行距離が上限距離以下の場合は、割引適用時間帯の走行距離に応じて計算します。



○割引見直しによる長距離利用の通行料金負担増や、新たな交通集中を抑制することを
目的に、割引見直し運用開始後、激変緩和措置を実施します（5年程度）。
（１） 深夜割引適用車両のうち1,000㎞以上走行した場合、1,000㎞を超える部分を

割引対象走行分に追加
（２） 22時台に高速道路を流出した車両については、22時台に走行した分の還元率を最大20％

適用外 割引適用時間帯 適用外

・深夜割引適用時間帯に走行した分のみ割引
・深夜割引適用時間帯を22時から翌5時に拡大

5時22時

【激変緩和措置】

【深夜割引の見直し内容（要点）】

【割引見直し運用開始後の経過措置（5年程度）】

① 深夜割引適用車両のうち1,000㎞以上走行した場合は、
1,000㎞を超える部分を割引対象走行分に追加

割引適用(3割引) 割引非適用

凡例

割引適用(2割引)

【見直し内容】

23時22時

=   割引適用時間帯の走行距離 + 1,000kmを超えて走行した距離

全走行距離
  × 30%

= 割引適用時間帯の走行距離

全走行距離
× 20%

深夜割引の
還元率※

深夜割引の
還元率
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※還元率の上限は３割とする

② 22時台に高速道路を流出した車両について、22時台に
走行した分の還元率を最大20%

深夜割引見直し後の激変緩和措置の実施



○激変緩和措置のうち『深夜割引適用車両（※）が1,000km 以上走行した場合』における割
引後料金及び還元率は、以下の計算式で算出します。

（※）深夜割引適用車両とは、ETC車が対象道路を少しでも 22 時 から 翌5 時に走行した車両のことを指します。

【割引後料金】

【還元率】

割引後料金 =  × 100％ － 還元率通常料金

深夜割引見直し後の激変緩和措置の割引計算方法（１）
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還元率 ＝

割引適用時間帯（A）
走行距離

※ 22時台流出除く
✕ 30％ ＋

1,000km超分
の距離

全走行距離

✕ 深夜割引率

【ケース1の場合】0％
【ケース2の場合】30％

+ 3割引（深夜（A）の割引率を適用）

【ケース1】

【ケース2】

4/2_5時台流入⇒4/2_21時台流出、1,000km超

4/2_4時台流入⇒4/2_21時台流出、1,000km超

割引適用時間帯（A）
4/1_22時～4/2_5時

割引適用時間帯（B）
4/2_22時～4/3_5時

深夜（A）分
なし

深夜（A）分
3割引

深夜（B）分
なし

深夜（B）分
なし

割引適用なし

4/2_5時～22時

（適用イメージ）

1000km超分

1000km超分



○激変緩和措置のうち『22時台に高速道路を流出した車両』 に関する割引後料金及び還
元率は、以下の計算式で算出します。

深夜割引見直し後の激変緩和措置の割引計算方法（２）
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【還元率】

還元率 ＝

割引適用時間帯（A）
走行距離

※ 22時台流出除く
✕ 30％ ＋

割引適用時間帯（B）
走行距離

※ 22時台流出

✕ 20％ ＋
1,000km超分

の距離

全走行距離

✕ 深夜割引率

(A)＝0kmの時は20％ 【ケース2】
それ以外の場合は30％【ケース3】

割引後料金 = 通常料金  × 100％ － 還元率

【割引後料金】

【ケース1】

【ケース2】

4/2_5時台流入⇒4/2_22時台流出、1,000km未満

4/2_5時台流入⇒4/2_22時台流出、1,000km超

割引適用時間帯（A）
4/1_22時～4/2_5時

割引適用時間帯（B）
4/2_22時～4/3_5時

深夜（A）分
なし

深夜（A）分
3割引

深夜（B）分
2割引

深夜（B）分
2割引

4/2_5時～22時

2割引（深夜（B）の割引率を適用）

（適用イメージ）

【ケース3】

4/2_4時台流入⇒4/2_22時台流出、1,000km超

深夜（B）分
2割引

深夜（A）分
なし

+

+ 3割引（深夜（A）の割引率を適用）

1000km超分

1000km超分



○深夜割引の対象路線は現在から変更ありません。
○なお、以下の路線は、一回の通行に対して料金を設定している道路・区間（均一料金制区間

等）であるため、現在と同様、料金所の通過時間が22時から翌5時の間であれば、全走行分を
30%の還元率（※）とします。
（※）激変緩和措置を実施している間は、22時台に料金所を通過した場合、20%の還元率とします。

（注１）令和６年７月１２日時点のものであり、今後、料金体系の変更等により変わる場合があります。
（注２）より低い額の割引後料金となる他の割引が適用される場合など、深夜割引が適用とならないことがあります。

深夜割引見直し後の対象路線と割引対象距離推定の例外
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【NEXCO東日本】
○道央自動車道（札幌南IC～札幌IC）／後志自動車道／札樽自動車道／

道東自動車道（池田IC～本別IC・足寄IC）（※1） ／東北自動車道（川口JCT～浦和IC） （※1） ／
山形自動車道（湯殿山IC～鶴岡JCT）／日本海東北自動車道（鶴岡JCT～酒田みなとIC）／
東関東自動車道（湾岸市川IC～湾岸習志野IC）（※1）／新空港自動車道（成田SIC～新空港IC）（※1） ／東京湾アクアライン（※２）

【NEXCO中日本】
○西湘バイパス／小田原厚木道路

【NEXCO西日本】
○京都縦貫自動車道（八木西IC～篠IC）（※1）／京奈道路／関西国際空港連絡橋／山陰自動車道（安来道路）／広島呉道路 ／

松山自動車道（西予宇和IC～大洲北只IC）／南九州自動車道（鹿児島道路）／東九州自動車道（延岡南道路）（※1）／
西九州自動車道（武雄佐世保道路）／西九州自動車道（佐世保道路）／日出バイパス（※1）／
九州自動車道（鹿児島北IC～鹿児島IC）（※1）／長崎バイパス

（※１）他の道路・区間と連続して走行する場合を除きます。
（※２）東京湾アクアラインでは、通行料金の引下げ措置やETC時間帯別料金の社会実験（以下、「アクアライン割引」といいます）を実施中で、

現時点においてアクアライン割引と深夜割引は重複して適用されません。



○深夜割引見直し後は「ETCマイレージサービス（※）」または「ETCコーポレートカード」を用いた
後日還元型による割引制度に変更します。

（※） ETCマイレージサービスへの事前登録が必要です。

○この変更に伴い、料金所通過時に課金する通行料金が変更となります。

【ＥＴＣマイレージサービスをご利用の場合】

Case1.深夜割引の適用条件を満たす場合
入口

中国池田料金所
出口

津山料金所 通常料金

4月2日（月）2:30 4月2日（月）4:30 3,810円

Case2.深夜割引及び休日割引（普通車以下）の
適用条件を満たす場合

入口
中国池田料金所

出口
津山料金所 通常料金

4月1日（日）2:30 4月1日（日）4:30 3,810円

深夜割引見直し後の割引適用方法（ETCマイレージサービス利用の場合）

現在 見直し後

出口料金所等通過時 後日（翌月）
通行料金は

2,670円（割引）です。

深夜割引後の料金を課金

通行料金は
3,810円です。

通常料金を課金

出口料金所等通過時

1,140円分の還元額を翌月20日に付与
※カード会社からの請求明細には記載されません

深夜割引後の料金を課金
※休日割引後の料金よりも安価又は同額であるため

現在 見直し後

出口料金所等通過時 後日（翌月）
通行料金は

2,670円（割引）です。
通行料金は

2,850円（割引）です。

出口料金所等通過時

180円分の還元額を翌月20日に付与
※カード会社からの請求明細には記載されません

休日割引後の料金を課金

※休日割引後の料金の方が安価な場合は、還元されません。

（普通車） 通常料金3,810円 深夜割引後の料金2,670円

通常料金と深夜割引後の料金との差額分
（3,810円-2,670円=1,140円）を後日還元

（普通車） 通常料金3,810円 深夜割引後の料金2,670円

休日割引後の料金と深夜割引後の料金との
差額分（2,850円-2,670円=180円）を後日還元
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【ＥＴＣコーポレートカードをご利用の場合】

Case1.深夜割引の適用条件を満たす場合

Case2.深夜割引及び休日割引（普通車以下）の
適用条件を満たす場合

深夜割引見直し後の割引適用方法（ETCコーポレートカード利用の場合）

現在 見直し後

出口料金所等通過時 請求時
通行料金は

2,670円（割引）です。

翌月に発送する請求書において
深夜割引後の料金を請求

通行料金は
3,810円です。

通常料金を課金

出口料金所等通過時請求時

４月ご利用分の請求書に
おいて2,670円を請求

深夜割引後の料金を課金

４月ご利用分の請求書に
おいて2,670円を請求

翌月に発送する請求書において
深夜割引後の料金を請求

深夜割引後の料金を課金
※休日割引後の料金よりも安価又は

同額であるため

現在 見直し後

出口料金所等通過時
通行料金は

2,670円（割引）です。
通行料金は

2,850円（割引）です。

出口料金所等通過時

休日割引後の料金を課金

請求時

４月ご利用分の請求書に
おいて2,670円を請求

翌月に発送する請求書において
深夜割引後の料金を請求

翌月に発送する請求書において
深夜割引後の料金を請求

請求時

４月ご利用分の請求書に
おいて2,670円を請求

※休日割引後の料金の方が安価な場合には、
休日割引後の料金を請求します。

入口
中国池田料金所

出口
津山料金所 通常料金

4月2日（月）2:30 4月2日（月）4:30 3,810円

入口
中国池田料金所

出口
津山料金所 通常料金

4月1日（日）2:30 4月1日（日）4:30 3,810円

○深夜割引見直し後は「ETCマイレージサービス（※）」または「ETCコーポレートカード」を用いた
後日還元型による割引制度に変更します。

（※） ETCマイレージサービスへの事前登録が必要です。

○この変更に伴い、料金所通過時に課金する通行料金が変更となります。

（普通車） 通常料金3,810円 深夜割引後の料金2,670円

※大口・多頻度割引は深夜割引後の料金に対して算出・適用します

（普通車） 通常料金3,810円 深夜割引後の料金2,670円
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長距離逓減制の拡充

○深夜割引見直しの運用開始とあわせて、割引見直しによる長距離利用の通行料金負担
増を軽減することを目的に、400㎞超の走行を対象に長距離逓減制（※）を拡充します。

（※）長距離逓減制とは、 NEXCO３社が管理する高速道路のうち対距離料金を適用する高速自動車国道の利用にあたり、利用距

離に応じて通行料金を逓減する制度です。
（対距離料金を適用しない高速自動車国道、一般有料道路、他の高速道路会社が管理する高速道路は対象外であり、

長距離逓減の対象距離には含まれません）

（引下げ率）

（料金水準）

（km）

30%25%

≪現行≫ ≪見直し≫

（引下げ率）

０ １００ （km）２００ ４００ ６００ ８００ １０００

30% 40%
（＋10%）

45%
（＋15%）

50%
（＋20%）

25%

０ １００ ２００ ４００ ６００ ８００ １０００

（料金水準）
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